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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は本日開催の取締役会において、本年９月 25 日開催予定の当社第 12 期定時株主総会に「定款

一部変更」の承認を求める議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

  

記  

 

１．定款変更の目的 

  （１）当社は本日の適時開示にてお知らせした通り、本年 10 月 1 日をもって完全子会社である 

リビングポイント社の事業の一部を吸収分割により親会社である日本リビング保証株式会社

に承継いたします。 

  同社との吸収分割に先立ち、現在同社に定める事業目的を当社の事業目的に追加するもので

あります。 

（２）当社は 2019 年 12 月 26 日の適時開示にてお知らせした通り、本年 5 月より本社事務所を渋

谷区より新宿区に移転しておりますが、実際の本店業務に合わせて現行定款３条に定める本

店の所在地を変更するものであります。 

 

２．定款変更の内容 

  変更内容については別紙の通りです。 

 

３．日程 

 定款変更のための株主総会開催日（予定） 2020 年９月 25 日 

定款変更の効力発生日（予定）      2020 年９月 26 日 

 

 

 



【別紙】 

（下線は変更部分を示します） 

 

以上 

現行定款 変更案

（目　的） （目　的）

第2条    当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第2条    当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

(1)～（5）条文省略 （1)～(5)現行どおり

(6)不動産管理業、不動産投資業 (6)  不動産管理業、不動産投資業、不動産の売買及び賃貸並びにその仲介業、

　　これらの業務に関するコンサルティング業務

(7)条文省略 (7)現行どおり

(8)金融・投資に関するコンサルティング業務 (8)金融、投資、貴金属に関する情報提供、コンサルティング業務

(9)～(11)条文省略 (9)～(11)現行どおり

(新設） (12)建築一式工事の請負及び施工

(新設） (13)建物のリフォーム工事、内装工事、塗装工事その他各種建築工事の

　　請負及び施工

(新設） (14)建物の設計業務、建築工事の監理業務

(新設） (15)建築資材の販売

(新設） (16)建物の構造、設備、性能に関する検査業務

(新設） (17)前払式支払手段発行に関する業務

(新設） (18)ポイントサービスの運営業務

(新設） (19)フランチャイズシステムによる住宅関連商品の販売並びに賃貸に関する

　　コンサルティング業務、加盟店に対する経営指導及び情報提供に関する

　　業務、並びに加盟店の募集業務

(新設） (20)情報処理サービス及び情報提供サービスに関する業務並びに

　　それらの業務に関するコンサルティング業務

(新設） (21)インターネットその他の通信ネットワークを利用した広告業及び

　　通信販売業並びに各種情報の配信に関する業務

(新設） (22)貴金属地金等の輸出及び輸入手続き並びにその事務代行受託業務

(新設） (23)電子的価値として表章した貴金属地金の現物取引、売買代行及び

　　貴金属地金との交換

(12)条文省略 (24)現行どおり

（本店の所在地） （本店の所在地）

第3条　　当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 第3条　　当会社は、本店を東京都新宿区に置く。


